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＜国道１１号の交差点＞

交通事故防止対策工事を実施します
～事故ゼロプランを推進します～

国土交通省松山河川国道事務所では、事故ゼロプランを推進し
ております。
事故ゼロプランとは、死傷事故が多発する危険な区間を市民の方
々から意見を聞きながら『事故危険区間』として選定し、交通事
故が起こりやすい危険な箇所として認識頂き、集中的・重点的に、
悲惨な交通事故の対策に取り組む施策です。

今回、その事故ゼロプランの中から国道１１号の『小坂交差点』
こ さ か

と『勝山通り』の２箇所の交通事故防止対策工事を１２月１４日
か つ や ま

から１２月２２日の予定で実施します。
※悪天候の場合は順延することがあります。

本工事実施に伴い、交通規制を実施しますが、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

◆対策内容
●小坂交差点・・・注意喚起路面標示、高木及び低木撤去
●勝山通り ・・・歩道の導線のカラー化

※詳細は別紙のとおり

平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ８ 日
国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の取組に関連します。

【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局
松山河川国道事務所 ＴＥＬ０８９－９７２－００３４（代表）

事 業 対 策 官 川田 昭彦
か わ だ あきひこ

道路管理第二課長 毛利 浩徳
も う り ひろのり

松山第一国道維持出張所 ＴＥＬ０８９－９５６－０３２６

◎出 張 所 長 山﨑 修 一 （主な問い合わせ先）
やまざき しゆういち



⑲勝山通り

交通事故防止対策工事

⑯小坂交差点

交通事故防止対策工事



◇交通事故防止対策工事内容◇

国道１１号 小坂交差点

③低木撤去 ①「合流注意」
の路面標示

②高木撤去

至 天山交差点

至 道後

至 県庁至 高松

①「合流注意」の路面標示・市道との合流の注意を促します。

②高木撤去 ・・・・・・・高木を撤去することで視認性（見通し）を向上させます。

③低木撤去 ・・・・・・・低木を撤去することで視認性（見通し）を向上させます。

【事故形態】

合流手前による急ブレーキ

による追突事故

【事故形態】

自転車との出会頭事故



◇交通事故防止対策工事内容◇

国道１１号 勝山通り

【事故形態】

本線から市道に流入する際に
自転車歩行者との右左折・出
会頭事故

歩道の導線のカラー化

【完成イメージ】

至 県庁

至 高松

至

道
後


